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お客様各位 

先日タイ投資委員会（ Board of Investment (“BOI”)）からデジタル技術の導入を促進する布告

（Announcement of No. 4/2564 Efficiency Enhancement Measure for Digital Technology Adoptions）

が出されました。本布告によれば、企業が ERP や RPA システムの投資、その他 IT システムの投資を行う前に BOI

にその計画を申請し、BOIから認可を受けた場合には、投資金額の 50%相当額を今後 3年間の法人税の納付額

から控除することが認められます。 

 

また、先日個人情報保護法（Personal Data Protection Act (“PDPA”)）を管轄する Ministry of Digital 

Economy and Society（”MDES”）が予定どおり 2022年 6月 1日から PDPAを施行する旨を正式に発表しま

した。PDPA 施行初年度は、悪意のない限り、罰則は厳格に適用しない運用とする旨のコメントが MDES から出さ

れています。 

 

BOIのデジタル技術の導入を促進する布告について 

 

1. 申請要件 

(1) 下記のいずれかの生産またはサービスの効率向上のための導入計画を提出する必要があります。BOI への

申請期限は 2022年 12月 30日までとされています。 

(a) 社内または社外との連携もしくはその両方のために使用されるソフトウェア、プログラムまたは情報技術シ

ステムでリソース管理のために少なくとも 3つのデータ機能が連携しているもの 

例：ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (“ERP”) システム 

(b) AI、機械学習、ビッグデータの活用またはデータ分析システム 

例：ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) システム 

(c) 公的機関のシステムと連携するソフトウェア、プログラムまたは情報技術システム 

例：National E-Paymentシステム 



(2) 投資金額は、中小企業の場合は 50万バーツ以上、それ以外の企業の場合は 100万バーツ以上であるこ

とが求められます。なお、この場合の中小企業とは、タイ個人が株式の 51%以上を保有する会社で、本投

資奨励が認可された事業年度以降の 3年間の売上がいずれも 5億バーツ以下の会社を指しますので、日

系企業の場合は基本的に 100万バーツ以上の投資金額が求められます。 

 

具体的な投資金額や法人税の控除限度額は、投資の区分に応じて以下のように計算されます。なお、下

表中、(a), (b), (c) とあるのは上記(1)に記載した区分をいいます。 

 

投資の区分 投資金額（100 万バーツ

以上か否かの判定） 

法人税の控除限度額（投資

金額の 50%が限度） 

• 関係機関の認証を得たタイ国内の

事業者によって開発または改善され

た (a) または (c) のソフトウェア、プロ

グラムまたは情報技術システム 

 

• (b)の AI、機械学習、ビックデータの

活用、データ分析システム 

• タイ国内のクラウドサービスまたはデー

タセンターのレンタル料/使用料 

 

実際に業者に支払った金額

の全額 

例：実際に業者に支払った金

額が 200 万バーツの場合、法

人税の控除限度額は 100 万

バーツとなる 

• 関係機関の認証を得ていないタイ

国内の事業者、またはタイ国外の事

業者によって開発または改善された 

(a) または (c) のソフトウェア、プログラ

ムまたは情報技術システム 

 

• タイ国外のクラウドサービスまたはデー

タセンターのレンタル料/使用料 

実際に業者に支払った金額

の 50%相当額 

例：実際に業者に支払った金

額が 200 万バーツの場合、投

資金額が 100万バーツとして計

算されるため、法人税の控除

限度額は 50万バーツとなる 

 
 
 
 

 

2. 法人税の恩典 

上記 1.(2) により計算した法人税の控除限度額を BOIから投資奨励書が発行された事業年度の法人税の納付額

から控除し、控除しきれなかった場合にはその後 2 年間の法人税の納付額から控除することができます。なお、3 年

間のうちに控除しきれなかった場合には、法人税の控除限度額の残高は消滅することになります（4 年目以降に繰

り越し不可）。 

 

 

KPMGのコメント 



今回 BOI から出されたデジタル技術の導入を促進する布告は、IT 投資を予定している企業にとってメリットが大きい

と思います。弊社のリーガル部門にて本投資奨励を含めた BOI への申請サポートを行っておりますので、ご興味があり

ましたらお気軽にお問い合わせください。 

また、PDPAについては、今回も直前になって施行を延期すべきという議論がありましたが、MDESが 2022年 6月 1

日からの施行を正式に決定しましたので、来月から施行されます。PDPA についても引き続き弊社のリーガル部門に

てサポート業務を行っておりますので、こちらもお気軽にお問い合わせください。 
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